
物流現場改善補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和32年鳥取県規則第22号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、物流現場改善補助金（以下「本補助金」という。）の交付について、規則に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、物流事業者（貨物自動車運送事業者、貨物利用運送事業者、鉄道事業者、航空運

送事業者、海上運送事業者、港湾運送事業者、倉庫事業者又はこん包事業者をいう。）及び荷主企業

等が行う物流現場の改善につながる取組に対して、必要となる経費の一部を補助することにより、物

流の自動化や非接触化などのデジタル化の推進又は物流機能の効率化による脱炭素化の推進に寄与

することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額に２分の１を乗じて得た額（千円未満の額は切り捨てる。）以下とし、上限は同表の第４欄に掲

げる額とする。 

３ なお、鳥取県産業振興条例（平成23年鳥取県条例第68号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に当

たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、商工労働部長が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び

様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第 12条第１項の知事が別に定める場合は、別表の第６欄に定めるもの以外の変更とする。 

２ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第 17条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。 

（１）規則第 17 条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃

止の日から30日を経過する日又は当該年度の２月18日のいずれか早い日 

（２）規則第17条第１項第３号の場合にあっては、当該年度の２月18日 

２ 規則第 17 条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ

様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 



（財産の処分制限） 

第８条 規則第 25条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大

蔵省令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知事が別に

定める期間）とする。 

２ 規則 25 条第２項第４号の財産は、その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるもの

として知事が別に定めるものとする。 

３ 第５条第１項の規定は、規則第25条第２項の承認について準用する。 

 

（結果の公表等） 

第９条 商工労働部長は、必要に応じて補助事業の結果について公表することができる。 

 

（雑則） 

第１０条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、商工労働部

長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



別表 

１ 補助事業 ２ 補助対象者 ３ 補助対象経費 ４ 補助限度額 ５ 補助事業実施期間 ６ 重要な変更 

物流の自動化や非接触化

などのデジタル化又は物

流効率化による脱炭素化

に資する取組 

県内に事業所を有する物

流事業者及び荷主企業等

又はそれらで構成される

グループ 

輸送費、荷役費、通関等その他

輸送に必要な経費、使用賃借

料、コンサルタント料、通訳翻

訳料、謝金、旅費、減価償却費

（新規取得する取得価額30万

円以上の機械・器具及び30万

円以上のシステムの整備・導

入について、補助事業実施期

間に発生する減価償却費（当

該事業に利用するために新た

に整備、導入したもので、整備

(導入)年度の減価償却費計上

額又は計上予定額）、備品及び

消耗品購入費（取得価額30万

円未満のものに限る）、委託費

（県内事業者が実施したもの

に限る。ただし、止むを得ない

事情で県内事業者への発注が

困難と県が認めた場合につい

ては、この限りではない。）等 

 

※補助対象経費には消費税及

び地方消費税に相当する額は

除く。 

１，０００千円／件 交付決定の日から当該年

度の２月18日まで 

（１）補助目的の達成に支

障を来す、又は、事業の

能率の低下をもたらす

事業計画の変更 

（２）本補助金の増額を伴

う変更 



様式第１号（第４条、第７条関係） 

 

物流現場改善補助金事業（計画・報告・変更）書 

 

事業名 物流現場改善対策事業 

事業期間   年  月 ～     年  月  （  か月間） 

事業内容 

（１）目的 

 

 

 

（２）内容 

 

 

 

（３）（計画書・変更書）期待される効果（報告書）結果 

 

 

 

（４）事業実施スケジュール 

 

 

 

（５）県内事業者への発注計画 

※県内事業者への発注が困難な場合には、その理由を記載 

 

 

（６）他の補助金の活用の有無（ 有 ・ 無 ） 

※有の場合は、活用する補助金名やその事業内容、当該補助金に係る問合せ先

（補助金を所管している部署名、団体名及び連絡先）を記載してください。 

 

 

事業の結果 

及び評価 

（報告書のみ） 

 

 

※用紙はＡ４サイズのものを利用してください。枚数の制限はありません。 

※事業に関する資料、図面、仕様書など、第３者にわかりやすい資料を適宜添付してください。 

※グループによる場合は、各構成員が実施する内容について明示したものを添付してください。 



様式第２号（第４条、第７条関係） 

 

物流現場改善補助金収支（予算・決算・変更）書 

 

１ 収入の部 

（単位：円） 

区分 金額 資金の調達先 

自己資金   

借入金   

補助金（Ｃ）   

その他   

補助事業総額（Ａ）   

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

補助対象経費 主な内容 
事業に要する（し

た）経費の額 

左記のうち補助

対象経費の額 
備考 

     

     

     

     

     

     

     

合計  （Ａ） （Ｂ）  

 

※主な内容欄には積算を明記すること。 

※収入の部の「補助事業総額（Ａ）」と支出の部の「事業に要する（した）経費の額（Ａ）」の合計額

は同額とすること。 

 

３ 補助金申請金額 

 

補助金交付申請額（Ｃ） 千円 
※次のいずれかの低い額をＣに記入 

（Ｂ×補助率 又は 補助金上限額） 

 

※千円未満を切り捨て、千円単位で記載すること。 



様式第３号（第５条関係） 

年  月  日 

             様 

 

鳥取県知事        （印） 

 

年度物流現場改善補助金交付決定通知書 

 

   年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった物流現場改善補助金（以

下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月鳥取県規則第２２号。

以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付することに決定したので、規則

第８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

本補助金の対象事業は、「物流現場改善対策事業」とし、その内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２ 補助交付額等 

本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

ただし、補助事業の内容が変更された場合におけるそれらの額については、別に通知するところに

よる。 

（１）算定基準額   金   円 

（２）交付決定額   金   円 

 

３ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載さ

れているとおりとする。ただし、補助事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところ

による。 

 

４ 交付額の確定 

本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、物流現場改善補助金交付要綱（令和３年

３月２６日付第２０２１００００２７９６号商工労働部長通知。以下「要綱」という。）第３条第２項

の規定を適用して算定した額と、前記２の（２）の交付決定額（変更された場合は、変更後の額とす

る。）のいずれか低い額により行う。 

 

５ 補助規程の遵守 

本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければな

らない。 


